
公共交通計画における実施事業の進捗状況（各交通モードにおける検討状況）

●デマンドタクシー ：①自由乗降場所として新官（一部）・部原（全部）を追加

：②路線バス勝浦御宿線の御宿区域に共通乗降場所を設置

：③勝浦・浜勝浦・川津に共通乗降場所を設置

：④共通乗降場所（一部）間の乗降を可能とする運行ルールの変更

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●路線バス ：①勝浦・御宿線を廃線（デマンドタクシー運行により対応）

：②ミレーニア線を沢倉に延伸

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●自家用有償旅客運送：①総野地区において自家用有償旅客運送を導入

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デマンドタクシー

自家用有償旅客運送

JR 外房線

デマンドタクシー

自家用有償旅客運送

JR 外房線

詳細は別紙

にて説明

詳細は別紙にて説明

詳細は別紙にて説明

資料③



●勝浦・浜勝浦・川津に共通乗降場所を設置

　既存の共通乗降場所案

　新たに設置する共通乗降場所

●共通乗降場所（市街地・御宿町）間の乗降を可能とする運行ルールの変更

　市街地に所在する共通乗降場所については相互に乗降を可能とする。

デマンドタクシーの拡充（案）

●千葉興業銀行

●国際武道大学

●勝浦整形外科クリニック

●
勝浦駅

●

●千葉銀行

●京葉銀行

●塩田病院

●図書館

●

●勝浦中学校

●ベイシア

●ウェルシア

●勝浦眼科

●勝浦漁協 ●シーフレア勝浦

●アンダンテ勝浦

●消防団・川津詰所

●新勝浦市漁協
川津支所

●市営住宅・万名浦団地
　勝浦・浜勝浦・川津の住民が最寄りの共通

乗降場所から勝浦駅やベイシアへの移動にデ

マンドタクシーが利用可能となる。

　また、複数の目的地（共通乗降場所）間の

移動にデマンドタクシーが利用可能となる。



路線バス（ミレーニア線）の沢倉への延伸（案）

ベイシア

市役所

既存ルート

変更ルート

消防署
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自
家
用
有
償
旅
客
運
送

バ
ス
・タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

が
困
難
な
地
域

に
お

い
て

、地
域
住
民
、

観
光
旅
客
そ
の
他
の
来
訪
者

の
運

送
を

行
うも

の

「路
線

」又
は

「区
域

」を
設

定
乗

車
定

員
規

定
な

し

交
通
空
白
地
有
償
運
送

（
住
民
等
の
た
め
の
「自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」）

福
祉
有
償
運
送

（
身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
「自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」）

タ
ク
シ
ー
そ
の
他
の
公
共
交
通
機
関
を
利

用
す
る
こと
が
困
難
な
身
体
障
害
者
等
で

あ
って
、市
町
村
に
会
員
登
録
を
行
った

者
等

の
輸

送
を

行
うも

の

原
則

とし
て

ドア
・ツ

ー
・ド

ア
の

個
別

輸
送

サ
ー

ビス
（

「区
域

」を
設

定
）

乗
車

定
員

１
１

人
未

満

バ
ス
・タ
ク
シ
ー
事
業
が
成
り立
た
な
い
場
合

で
あ

って
、地

域
に

お
け

る
輸

送
手

段
の

確
保

が
必

要
な

場
合

に
、必

要
な

安
全

上
の

措
置

を
とっ

た
上

で
、市

町
村

や
NP

O
 法

人
等

が
、自
家
用
車
を
用
い
て
有
償
（
※
）
で
提
供
す
る
運
送
サ
ー
ビ
ス

で
す

。
（

※
）

旅
客

か
ら収

受
す

る
対

価
は
営
利
を
目
的
とし
な
い
妥
当
な
範
囲
内

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
とは

（
道

路
運

送
法

）
第

七
十

八
条

自
家

用
自

動
車

（
事

業
用

自
動

車
以

外
の

自
動

車
を

い
う。

以
下

同
じ。

）
は

、次
に

掲
げ

る
場

合
を

除
き

、有
償

で
運

送
の

用
に

供
して

は
な

らな
い

。
一

災
害

の
た

め
緊

急
を

要
す

る
とき

。
二

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

。）
、特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
（

平
成

十
年

法
律

第
七

号
）

第
二

条
第

二
項

に
規

定
す

る
特

定
非

営
利

活
動

法
人

その
他

国
土

交
通

省
令

で
定

め
る

者
が

、次
条
の
規
定
に
よ
り地
域
住
民
又
は
観
光
旅
客
そ
の
他
の
当
該
地
域
を
来
訪
す
る
者
の
運
送
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

旅
客
の
運
送
（
以
下
「自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」と
い
う。
）
を
行
うと
き

。
三

公
共

の
福

祉
を

確
保

す
る

た
め

や
む

を
得

な
い

場
合

に
お

い
て

、国
土

交
通

大
臣

の
許

可
を

受
け

て
地

域
又

は
期

間
を

限
定

して
運

送
の

用
に

供
す

る
とき

。

第
七

十
九

条
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
お
うと
す
る
者
は
、国
土
交
通
大
臣
の
行
う登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
らな
い

。

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
類



自家用有償旅客運送制度を活用したマイカー相乗りによる共助型公共交通

本資料では松野・中倉・市野川・蟹田での運行を例示
（総野地区を３地域程度に分割することを想定）

①市野川

②中倉

③勝浦診療所
④総野郵便局

⑤総野集会所

⑥勝浦駅

⑦塩田病院

⑧ベイシア

⑨市役所

公共交通が不便な地域と市街地を結ぶ運行

・乗降場所や運行時間は地域で協議し決定

・予約がない場合は運行せず
 ※ドライバーは自分の都合で外出可

・利用者はスマホまたは電話にて予約

・ドライバーは運行前に体調確認
 （協力事業者による確認）

公共交通が不便な地域

市街地

■１乗車あたりの運賃・委託料（案）
   運賃 ４００円
    ドライバー委託料 ２００円
    協力事業者委託料 ２００円

市街地　　　　　　●●地区　

乗っかる乗っかる

※前日までの予約が必要

ドライバーの

外出予定に合わせた

マイカー移動

運行サービスのイベージ

※参考にした取組富山県朝日町「ノッカル朝日町」
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自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
活
用
し
た
マ
イ
カ
ー
相
乗
り
に
よ
る
共
助
型
公
共
交
通
　
運
行
ダ
イ
ヤ
イ
メ
ー
ジ

・
地
域

の
方
を
ド
ラ
イ
バ
ー
と
し
て
登
録
（
登
録
ド
ラ
イ
バ
ー
が

多
い

ほ
ど

ダ
イ

ヤ
が

充
実

・
補

充
ド

ラ
イ

バ
ー

の
確

保
が

可
能

）
・
運
行

車
両
は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
自
家
用
車
を
使
用

・
路
線

バ
ス
の
運
行
ダ
イ
ヤ
に
配
慮
し
た
上
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー
と

な
る

地
域

の
方

の
定

期
的

な
外

出
予

定
を

ダ
イ

ヤ
化

（
「

○
曜

日
の
み
運
行
」
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
）

・
ド
ラ

イ
バ
ー
の
外
出
予
定
を
優
先
す
る
た
め
ダ
イ
ヤ
通
り
運
行

さ
れ

な
い

こ
と

を
想

定
・
運
行

コ
ー
ス
や
乗
降
場
所
は
協
議
し
決
定


